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議案第21号 説明資料 

幕別町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町職員の育児休業等に関する条例 
（平成４年３月23日 条例第６号） 

 
第１条及び第２条   略 
 
（育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第６条の４第２項に規定する養育里親である職員（児童の親その

他の同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法

第６条の４第１項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希

望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。）に同法第

27条第１項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 
 
第２条の３～第23条   略 

○幕別町職員の育児休業等に関する条例 
（平成４年３月23日 条例第６号） 

 
第１条及び第２条   略 
 
 （育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 
第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その

他の同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができ

ない職員に限る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託されている当該

児童とする。 
 
第２条の３～第23条   略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


